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頁 1 (1) 1) ① ｱ a

3 1 (6) 1)

1） 本事業のうち、学寮に係る事業期間は学寮施設引渡しの日の翌日から３０
年以上４０年以内で事業者の提案する日までとする。（但し、期間の終了月日
は３月３１日）

本事業のうち、学寮に係る事業期間は事業契約締結の日から３３年以上４３年
以内で事業者の提案する日までとする。（但し、期間の終了月日は３月３１
日）

3 1 (6) 2)

 本事業のうち、学寮以外における民間付帯事業に係る事業期間は学寮に係る事
業期間と同一を前提とし、それ以上については事業者の提案とする。

 本事業のうち、学寮以外における民間付帯事業に係る事業期間は学寮に係る事
業期間と同一を前提とする。
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